
広 報 み よ し（ ） 

　

３
月
は
転
勤
や
新
入
学
等
の
た
め
、
引
越
し
を
予
定
さ
れ
て
い
る
人

も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
転
入
・
転
出
等
の
各
種
届
出
は
、
住
民
課

住
民
係
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
係
ま
で
お
気
軽

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
出
張
所
で
は
手
続
き
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ　

住
民
課
住
民
係
（
内
線
１
４
２
〜
１
４
４
）

◆
電
話
予
約
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
の

土
・
日
曜
日
交
付
（
年
末
年
始
を
除
く
）

利 

用
で
き
る
人　

本
人
ま
た
は
同
一
世

帯
の
家
族

予 

約
方
法　

原
則
金
曜
日
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で
に
、
電
話
で
住

民
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
金

曜
日
が
祝
日
の
場
合
や
年
末
年
始
の

閉
庁
日
は
除
き
ま
す
。）

受 

取
方
法　

土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
の

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
に
、

役
場
地
下
１
階
の
日
直
室
で
お
渡
し

し
ま
す
。（
年
末
年
始
は
除
き
ま
す
。）

必 

要
な
も
の　

本
人
を
確
認
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

年
金
手
帳
、
健
康
保
険
証
な
ど
）、

　

手
数
料

◆
郵
送
に
よ
る
証
明
書
等
の
申
請

申 

請
で
き
る
証
明
書　

住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
本
・
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
の

写
し
等
（
戸
籍
関
係
は
、
本
籍
地
が

三
芳
町
の
場
合
。
そ
れ
以
外
は
、
本

籍
地
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。）

申 

請
方
法　

次
の

〜

を
同
封
の
う

え
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

 

申
請
書
…
本
籍
地
、
筆
頭
者
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
、
必
要
書
類
と
枚

数
使
用
目
的
を
明
記

返
信
用
封
筒
…
80
円
切
手
を
貼
付

 

手
数
料
…
必
要
書
類
に
要
す
る
額
の

郵
便
小
為
替

 

本
人
確
認
書
類
等
…
免
許
証
の
コ
ピ

ー
等

窓
口
に
来
ら
れ
な
い
方
は
電
話
や
郵
送
で
も

申
請
で
き
ま
す

　身分証明書（運転免許証、パスポー

ト、保険証等）の提示をお願いします。

　第三者の場合は、委任状の提出及び身

分証明書のコピーを取らせていただいて

います。

問い合わせ　住民課住民係

（内線142～144）

引っ越しの季節です

転入・転出など
各種届出は期限内に！

世帯変更届 転居届 転出届 転入届

世
帯
主
が
変
わ

っ
た
り
、
世
帯

が
合
併
分
離
し

た
と
き

町
内
で
住
所
が

変
わ
っ
た
と
き

町
民
で
な
く
な

る
と
き

新
し
く
町
民
に

な
っ
た
と
き

ど
ん
な
と
き

届
け
出
る
？

変
更
が
あ
っ

た
日
か
ら
14

日
以
内

引
っ
越
し
た

日
か
ら
14
日

以
内

新
住
所
に
移

る
前
（
14
日

前
か
ら
受
付
）

町
に
住
み
始

め
た
日
か
ら

14
日
以
内

届
出
は

い
つ
す
る
か
？

国
民
健
康
保
険
証
（
加
入
者
の
み
、
世
帯

　

合
併
の
と
き
は
両
方
の
保
険
証
）

国
民
健
康
保
険
証
（
加
入
者
の
み
）

印
鑑
登
録
証
・
住
基
カ
ー
ド
・
高
齢
受
給

　

者
証
（
お
持
ち
の
方
）

 

乳
幼
児
医
療
、
老
人
医
療
、
介
護
保
険
被
保

険
者
証
明
等
各
種
の
受
給
者
証
（
お
持
ち
の

方
）

 

身
障
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、
手
帳
、
各

種
受
給
者
証

前
住
所
地
の
転
出
証
明
書

 

乳
幼
児
医
療
や
児
童
手
当
は
保
険
証
、
所
得

証
明
、
振
込
先
口
座
（
郵
便
局
以
外
）

 

身
障
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、
手
帳
、
各

種
受
給
者
証

老
人
保
健
負
担
区
分
証
明
書
（
該
当
者
）

介
護
保
険
適
用
の
方
は
受
給
資
格
証
明
書

本
人
確
認
書
類
等

必
要
な
も
の
（
免
許
証･

パ
ス
ポ
ー
ト
等
）

※
届
出
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
々
に
よ
り
若
干
異
な
り
ま
す
。

※
代
理
人
申
請
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

住民票等を申請する際に
身分証明書の確認が必要です

転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
の
届
出

（ ）広 報 み よ し

　三 芳 町 役 場 　
　 　 土 曜 開 庁 の お 知 ら せ
　～毎月第１土曜日と３月最終土曜日の
　　　　　　　　 午前８時 分から正午まで～
　毎月第１土曜日と３月最終土曜日の午前８時 分から正午までは、役場１階窓口と藤久保・竹間沢出張所

が開庁しています。

　取扱い業務の詳細は、町ホームページでご覧いただくか、各担当課へお問い合わせください。

　また、関係機関への照会や還付金などの取り扱えない業務もありますので、不明な点がありましたら、

電話で確認してからお越しくださるようお願いいたします。

土曜開庁全般の問い合わせ　住民課　（内線142～144）

開 庁 窓 口 土 曜 開 庁 で 取 扱 う 主 な 業 務

学校教育課 学務係
小中学生の転校・就学援助関係申請受付
※３月最終土曜日と４月・５月第１土曜日のみ開庁

住民課

戸籍係
戸籍各種届出（受理決定不可の場合有）、戸籍・除籍謄抄本の交付（本籍が
三芳の人）

住民係
転出・転入・転居届、住民票（住基ネットを除く）等交付、印鑑の登録と証
明、外国人登録、臨時運行許可

国保年金係
国民健康保険の異動（取得・喪失）届、国保各種申請、国民年金の手続（社
会保険事務所関係を除く）

税務課
住民税係

課税・非課税証明、所得証明、原付の登録・廃車（他自治体に照会を要しな
いもの）

資産税係 土地・家屋の各種証明、名寄帳や公図の写し

収税課

収税係
町県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税・法人町
民税の収納と相談

管理係
町県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税・法人町
民税の納税証明

高齢者支援課

高齢者福祉係
高齢者福祉・後期高齢者医療制度の各種申請・相談、ぬくもり入浴券、地域
福祉バス利用券交付

介護保険係
介護保険の介護認定申請、介護保険の転入・転出等に伴う資格異動届、介護
保険料納付書

健康福祉課
社会福祉係 生活保護受給者に関する諸届、町民葬儀申請

障害福祉係 重度心身障害者医療費の申請、登録された障害福祉サービスの申請

こども家庭課
児童福祉係

児童手当関係、乳幼児・こども・ひとり親医療費申請・ひとり親家庭各種申
請、母子手帳・予防接種手帳交付

保育係 保育所関係申請手続き、保育料の納付と相談、サポートセンター利用の受付

藤久保出張所

竹間沢出張所

戸籍謄抄本・身分証明書・附票（本籍が三芳の人）・住民票・記載事項証明書
印鑑証明書（印鑑の登録は除く）・外国人登録原票記載事項証明書の交付
税に関する諸証明（固定資産税の証明は除く）
各種町税・介護保険料・水道料・保育料・公民館・文化会館等使用料の収納
重度心身障害者に関する諸届
児童手当諸届、乳幼児医療・子ども医療・ひとり親家庭等医療費支給申請
母子健康手帳の交付


